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【協議会事務局】目黒区 街づくり推進部 木密地域整備課（担当：髙野・佐原）

住所 ：〒１５３－８５７３ 目黒区上目黒２丁目１９番１５号

電話 ：０３－５７２２－９６７２ FAX：０３－５７２２－９２３９

メール：nishikoyama-kai@city.meguro.tokyo.jp
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原町一丁目・洗足一丁目地区（原町一丁目１～４・13～34番・洗足一丁目１～４・10～24番）にお住まいの方、土地や建物を所有している方にお送りしています。

補助第４６号線沿道まちづくりに関するご意見、又は、このニュースに関するご質問などがございましたら、下記までご連絡ください。

区からのお知らせ（不燃化建替えセミナー開催報告）

都からのお知らせ

補助第４６号線の道路整備とまちの未来を考える情報誌

「４６沿道まちづくりニュース第20号」の記載ミスに関する訂正とお詫び

お
問
い
合
わ
せ
先

第１回不燃化建替えセミナー ～落語で学ぶ相続・終活～

正

第２回不燃化建替えセミナー ～防災×福祉の住まいづくり情報交換会～
今年度、要望書の提出を終えたため、今後は実現に向けて関係機関等が

検討や協議を進めていく段階となります。

協議会では、引き続き関係機関等の検討や協議の経過を確認しながら、

来年度からは、４６提案の提案項目の中から新たな活動を進めていきます。

昨年９月に開催された碑文谷八幡宮例大祭では、５つの町会が４６

号線予定道路に集結し、練り歩きました。こうした町会を超えた“まちをつな

ぐ活動”を進め、いざという時に協力し合える関係を目指していきたいと思い

ますので、是非ともご協力・活動へのご参加をお願いいたします。
碑文谷八幡宮例大祭の様子
（令和５年９月１６日）

今年、１月に配布いたしました「４６沿道まちづくりニュース第２０号」で、「補助第４６号線相談窓口」が令和

６年２月２９日をもって閉鎖するとともに「補助第８６号線相談窓口」へ統合することをお知らせいたしました。お

知らせにあたり、「４６沿道まちづくりニュース第２０号」に記載の「補助第８６号線相談窓口」の電話番号に誤

りがございました。皆様には、深くお詫び申し上げますとともに、以下の通り訂正いたします。

補助第８６号線相談窓口

電話番号
03-5939-7201

信号機設置にかかる要望 歩道幅員（５.５m）確保にかかる要望

碑文谷警察署長より 東京都第一市街地整備事務所長より

東京都第二建設事務所より

・信号機設置については、警視庁本部にも話をして

いる。

・歩道幅員確保については道路事業施行者が決

定する。

・地域の要望を受止め、関係機関と協議を進める。

・協議の結果は、すぐに協議会へ伝える。

・歩道幅員確保について、道路管理上の問題には

あたらないため、何かを言う立場にない。

建替え・不動産に関する理解促進や不安解消と共

に居住者の建替えに対する関心を高めるため、相続

や終活・建替えについて落語風に解説する講演会を

開催しました。

講師には、相続問題の実務家であり、相続・不動

産等のテーマで年間１４０回を超える講演を行って

いるこころ亭久茶（こころていきゅうちゃ）氏をお招き

し、防災まちづくりや不動産問題について、分かりやす

く、かつ、面白おかしくご講演いただきました。

高齢化の進む木造住宅密集地域における老朽建

築物の除却や建替えの促進を図るため、地権者等と

相談機会の多い事業者や行政担当者の方々を対

象に、目黒区の木密地域整備課、住宅課、福祉総

合課、高齢福祉課等で実施している支援制度の紹

介や支援制度に関する意見交換・質疑応答等を行

いました。

当日はオンライン配信も同時開催し、多くの方々

がご参加されました。

交通管理者である警視庁本部との協議は
前向きに進んでいます。

引き続き関係機関と協議を実施し、
令和６年度前半には整備方針を固める予定です。

当日の様子
（令和５年１０月１４日） 開催チラシ

開催チラシ

４６沿道まちづくり協議会（以下、「協議会」）では、令和４年２月に「４６沿道まちづくり提案」（以下、４６提案」）

を取りまとめて以降、無信号横断歩道への信号機設置と歩道幅員（５.５m）確保を目指し、活動を進めてまいりました。

（詳細は２ページ目をご覧ください。）

当日の様子
（令和６年３月８日）

今年度、協議会では、信号機設置にかかる要望書を交通管理者である碑文谷警察署長に、歩道幅員

（５.５m）確保にかかる要望書を道路事業施行者である東京都第一市街地整備事務所長と将来道路管理

者である第二建設事務所長に提出しました。

各提出先からのコメントとその後の検討状況について、ご報告いたします。

東京都第一市街地整備事務所からの経過報告

誤 03-5939-7101

新規参加者大歓迎！！



要望内容について、東京都第一市街地整備事務所が、要望の実現に向けて関係各所と調整を進めています！

～来年度以降の取組内容～～今年度の振り返り～
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第31回協議会（令和６年３月１日）
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要望書を提出 要望書を提出
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いて都から説明を受けて、意見交換を行いました。また、協議会の今後の活動に関する意見交換も行いました。

４６提案の提案項目について、協議会としての取組状況を確認し、まだ取り組めていない項目をいつ実施するの

か、整理した取組の優先順位を踏まえて、今後の実施時期等について意見交換を行いました。
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合同防災訓練

広場を活用した
防災訓練
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ガードパイプ

AED

・原町小・第九中学校と調整しながら小中学生の登下校時間における工事は
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まえて、必要な時期に検討を実
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植栽等に関する取組

植栽配置・樹種

舗装・掲示板

地域交通に関する取組

バスルート

道路の名称を協議会から提案することはできますか？

・信号機設置のメリット・デメリットについて意見交換

・信号機設置要望書たたき台の確認

・信号機設置要望（案）の確認

・歩道幅員確保の必要性についての意見交換

11月15日に交通管理者である碑文谷警察署長

へ要望書を提出しました。

12月19日に道路事業施行者である東京都第一市

街地整備事務所長へ、1月25日に将来道路管理者で

ある東京都第二建設事務所長へ要望書を提出しました。

図：信号機設置要望箇所

要望箇所の現況写真

図：歩道幅員（５.５ｍ）
確保要望区間
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交通規制を伴う下水道管整備工事への意見交換

バスルートについての

主な意見

今年度は信号機設置と歩道幅員（５.５m）確保についての要望書を碑文谷警察署と東京都に提出する

ことを最大の目標として協議会を３回開催し、３回目には来年度に向けての意見交換を行いました。

３
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小中学校や工事関係
者と調整し、住民・通行
者への安全性への配慮
を行う。

周辺の駐車場への配慮
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都
の
対
応

・地域が主体的に実施すべき項目

・道路の設計スケジュール等を踏ま
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A
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暫定的にも歩きやすい空間としてほ
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